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・アルバイトに従事した際は、勤務の都度、勤務表

に記載されている勤務内容と勤務時間が実際に従

事したものと相違ないか確認の上、勤務表に押印

し、監督者の確認を受けてください。数日毎あるい

は月末にまとめて押印しないでください。 

・旅費を請求する際は、請求の内容が実際の旅行内

容（日程・経路等）と相違ないか確認した上で、請

求してください。なお、航空機・パック旅行・外国

出張時の鉄道等のほか、新幹線又は JR 特急を利用

した際は領収書等の提出が必要です。 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.12.26.Tue No.6３ 

 公的研究費等の不正受給に注意 －学生の皆さんも無関係ではありません－ 

ニュースや新聞などで研究機関や研究者による公的

研究費等の不正に関する記事について目にすることが

あると思います。学生である自分には関係ないと思わ

れていないでしょうか？ 

 近年、本学においても公的研究費等の不正経理の事

案に学生が巻き込まれたケースがありました。教員が

学生に対し虚偽の書類作成を指示し、大学から学生に

実態のない旅費を支給させた後、学生に支給された旅

費を教員が回収するというものです。大学からアルバ

イト料や旅費（交通費等）を受給する機会もあるかと思

いますが、その際に、こういった不正行為に関わらない

ためにも、どういった行為が不正受給に該当するのか

知っておくことが大切です。 

 

■不正受給に該当する行為の例 

・実際に勤務・従事していない業務に対してアルバイト

料を受け取ること 

・実際に行っていない出張に対して旅費を受け取るこ

と 

・安価な交通手段を利用して出張したにもかかわらず、

実際よりも高額な旅費を受け取ること 

・大学から受給したアルバイト料、RF 委嘱対価、旅費

の全部または一部について、正当な理由なく教員の指

示による回収に応じること 

  

このような行為を求められた場合や、事務手続きに不

安がある場合は、所属する学部・研究科等の事務室・事

務職員に遠慮なくご相談ください。 

 

■以下のことに注意してください 

・アルバイトに従事する際は、必ず事前に業務の内容や

従事する日時、単価等について説明を受け、内容を承諾

した上でアルバイトに従事してください。 

 

 

詳細は京都大学HP 
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公式 X（旧 Twitter）、学生意見箱 
京大生への学生生活支援の一環として、公式Twitter

による情報発信を行っています。各種学生生活支援に

関する情報などを積極的にお届けしますので、ご活用

ください。 

また、京大生のみなさんの学生生活における日頃の

疑問やご要望にお応えするため、「学生意見箱」を設

けています。こちらも是非ご活用ください。 

 

公式X（旧Twitter）アカウント 

@CLI_KU 

 

学生意見箱 

悪質な飲食店、勧誘に注意してください 

 

キャリアサポートセンターでは、就職活動をする学生のみなさんを支援するため、2024 年 3 月に「2024 京

都大学キャリアフォーラム」を開催します。京大生を積極的に採用したいと考える全 130 社の企業・団体が参

加し、自社の採用情報について説明します。出展企業は 12 月 28 日に公開予定です。 

【 2024 京都大学キャリアフォーラム 】25 卒必見イベント！ 

日時 : 3 月 1 日（金）、2 日（土）10:00 – 16:30 

会場 : 総合体育館（5 年ぶり対面開催！） 

対象 : 主に 2024 年度（2024 年4 月～2025 年3 月）に卒業・修了予定の京都大学在学生 

※1・２回生、博士・ポスドクも参加できます 

内容 : 2025 年 4 月入社予定者を主な対象とする学内合同企業説明会です。学部 1・2 回生は各企業のイン

ターンシップ情報の入手方法を知ることができます。 

 【 キャリアフォーラム直前対策セミナー 】 

1 月 31 日(水)      「京大生にはここまで知ってほしい！企業の見方・拡げ方」(低回生向け) 

2 月 19 日(月)、21 日(水)「京大生に『今』伝えたい学内合説活用術」 

(学部 3 回生、修士 1 回生向け） 

 

近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、

その従業員であるホストが若年女性に対して、その

好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食など

の提供を受ける契約を結ばせるという事例が報告さ

れています。 

悪質な飲食店、勧誘のトラブルについては京都府

警察でも注意喚起がなされている他、厚生労働省や

消費者庁でも相談窓口が開設されています。 

学生の皆さんは今一度悪質な勧誘、行為の被害に

遭わないように注意してください。また万が一トラ

ブルに遭った際はすぐに各 HP の相談窓口に相談し

てください。 

【被害を防止するには（京都府警察 Web サイトより）】 

1. この手の事案と疑われる場合はすぐに警

察に連絡する。 

（不当な飲食代金に対する請求には対抗

策を講じることが出来る場合がありま

す。） 

2. スカウトには連絡先や個人情報を教えな

い。 

3. 怪しい飲食店にはついて行かない。 

4. おかしいと思った時はすぐに相談を。 

 

消費者庁HP 

「2024 京都大学キャリアフォーラム（合同企業説明会）」の開催について 

 

厚労省HP 
京都府警HP 

詳細はキャリサポHP 


